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日　　時 項　　　目 講座内容 講　　　師

1
平成31年
7月12日（金）
13:30～16:00

開講式
健康日高２１（第2次）と管内の健
康状況生活習慣予防について
笑いと健康

オリエンテーション
◆健康日高２１(第2次)
　管内の健康状況と生活習慣予防について
◆「ラフターヨガ(笑いヨガ)で若返ろう」
　～笑顔美人・美男になりましょう！～

御坊保健所長

ラフターヨガ講師

2  8月19日（月）
13:30～16:00

管内の各種健診
歯と口の健康

◆管内各市町健康状態と各種健診
◆歯と口の健康づくり

管内各市町健診担当
県庁　歯科医師

3 9月11日（水）
13:30～16:00

食品衛生と健全な生活環境
身体活動・運動

◆食中毒予防と食品添加物の知識
◆「ロコモチェックをしてみよう」
　～今日からやろうロコモトレーニング～

衛生環境課担当
運動インストラクター

4 10月8日（火）
13:30～16:00

生活習慣病予防につながる食事 ◆健康と栄養・食生活
◆調理実習（バランス食）　

在宅栄養士会

5 11月15日（金）
13:30～16:00

地区組織活動

修了式

◆食生活改善推進員（ヘルスメイト）の活動事例紹介
◆地域の健康づくりを考えよう（グループワーク）
修了証書授与

各市町食生活改善推進員

場 所

地  区 場　所

川辺地区 社会福祉協議会 　１階　相談室

中津地区 中津支所 １階　会議室

美山地区 保健福祉センター　１階　会議室

■お問合せ　企画政策課　☎23－9511

◎申請できる方
町内に新築住宅等を取得し定住する意志のある方で、

次のいずれかに該当する方
⑴住宅取得日において18歳以上39歳以下の方
（配偶者が18歳以上39歳以下の場合も対象とする。）
⑵中学生以下の者と同居し扶養する方

◎補助対象となる経費と補助金額　
補助金額　上限１３０万円（対象経費の10％以内）
・新築住宅の建築費用　・未使用の建売住宅の購入費用
※住宅取得日から１年以内に申請が必要です。
（注）今年度の申請締切は3月1６日となっています。

その他の条件等がありますので、町ホームページをご覧いただく
か、下記までお問い合わせください。

日高川町でマイホーム取得！
若者定住促進新築住宅取得支援事業補助金制度をご活用ください。

日高川町では、町内に自らが定住する目的で新築住宅等を取得する若者に、その費用の
一部を補助します。そして、若者の定住を促進するとともに人口減少を抑制し、地域の活性化を図ります。

最大

■お問合せ　母の日参りプロジェクト会議事務局　☎0739－72－3955

母の日参りをご存じですか？
「母の日」は、誰もが知っているイベントですが、「母の日参り」は、「母

の日」の原点に帰り、今の私達へと繋がるすべての母に感謝し、家族

揃ってお墓参りをすることで、家族の絆を深めようという行事です。

「母の日参り」が新たな日本の文化となり、お彼岸やお盆のようにお墓

や仏壇が美しい花で飾られ、家族を思いやり、故人を忍ぶ心を受け継い

で行きたいとの想いから提唱されました。

ゴールデンウィークから母の日までの間、家族揃って「母の日参り」に

出かけてみませんか。

◆地域･職域における健康づくりを一緒に考えませんか？「食」や「運動」を中心とした生活習慣改善に
ついて学び、地域の健康づくり活動に参加していただける皆さんを募集します!!

◆御坊保健所管内（御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町）にお住まいで、以下の①、②
をご了解いただける方ならどなたでも参加できます。
①5回の講座を原則全て受講できる方
②大学終了後において、地域・職域等での健康づくりを推進するヘルスメイト（食生活改善推進員）等と
して地域活動に参加する意志を有する方（現在、ヘルスメイト等で活躍されている方も可）

■申し込み・お問合せ　保健福祉課 ☎22－9041 ／ 中津支所 ☎２３－９５０３ ／ 美山支所 ☎２３－９５０５
○ 申し込み〆切り　6月25日（火）

平成31年度「健康日高２１」
わっはっは笑いの大学Part XV 受 講 者 募 集

■お問合せ　住民課　☎２２－１７０１

「人権擁護委員の日」特設相談所開設
◎日時：６月３日（月） １０：００～１５：００

（仮称）白馬ウインドファーム更新事業（仮称）白馬ウインドファーム更新事業
計画段階環境配慮書の縦覧のお知らせ計画段階環境配慮書の縦覧のお知らせ

内 容
悩みごと、困りごと、人権相談。人権擁護委員が相談
に応じます。相談は無料で秘密は守られます。
人権擁護委員の日
全国人権擁護委員連合会では、６月１日を「人権擁護委
員の日」と定めています。今年の特設相談所は６月３日
(月)に開設します。

■縦覧図書 （仮称）白馬ウインドファーム更新事業　計画段階環境配慮書
■場所・時間 企画政策課、中津地域振興課、美山地域振興課、寒川出張所
 ※時間は各庁舎・施設の開館時による。
 （下記アドレスのホームページでも縦覧いただけます。）
 電子縦覧 ： http://www.kinden.co.jp/

■期 間 4月23日（火）から5月2８日（火）まで
■意 見 書 縦覧場所に備え付けのご意見箱に氏名・住所、ご意見を記

載した意見書をご投函いただくか、下記宛にご郵送ください。
（郵送の場合、5月2８日（火）必着）

■郵 送 先 〒531-8550
 大阪市北区本庄東2丁目3番41号（株式会社きんでん内）
 白馬ウインドファーム株式会社 宛

■お問合せ　白馬ウインドファーム株式会社 （株式会社きんでん内）担当：中山　☎06－6375－6179

白馬ウインドファーム株式会社は、
現在、日高川町及び広川町内で実施
している風力発電事業に係る風力発
電機等の更新を計画しています。
これに伴い、計画段階配慮書を縦
覧し、ご意見を受付けます。


